
自転車に対する交通反則通告制度の適用

(青切符による取締りを行う反則金制度)
※交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反に交通反則告知書（いわゆる青切符）が交付され、

違反者が反則金を納めれば刑事罰を科されない制度です。

以上取締りの対象年齢は16歳

警告に従わずに違反行為を続けた場合や、通行車両や歩行者に

危険を生じさせる行為、交通通事故に繋がるような悪質・危険な違反

行為は、取締の対象となります。

～ ストップ・ザ・交通事故 めざせ安全で安心なオホーツク地域 ～
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